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第 3検討部会 会議録 

会議の名称  第 25回 第 3検討部会 

開 催 日 時  平成 20年 10月 14日（火）午後 18時 30分から 20時 45分 

開 催 場 所  中央ふれあい館 

出 席 者  
（部会長） 佐藤委員長 
（委員） 佐々木委員、伊田（清）委員、鈴木委員、森委員 

会 議 内 容  
・第 8回運営調整部会の報告 
・対話集会の進め方について 

会 議 資 料  ・運営調整部会資料 

発 言 内 容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．運営調整部会に関する情報共有 
（鈴木委員より報告） 
・16日に運営調整部会と全体会が開催されるが、素素案の承認というプロ
セスを経るのか。 
 →素素案については運営調整部会を経て全体会で承認されるということ

になる。 
・当日全体会を欠席する委員もいると思うが、承認の場として機能するの

か。 
 →編集委員会で決定された案について確認するということになる。ただ、

全体会後においても素案になる段階で各部会又は対話集会からの意見を

踏まえて内容は修正されることになる。 
 →運営調整部会で承認されたたたき台を全体会で確認するという位置づ

けが正確である。 
 
２．討議（対話集会の進め方について） 
・広報・PIチームで対話集会実施の指針を出すという予定であったが、時
間の制約もあり、各部会単位で対話集会の内容を検討しているという現

状である。 
・司会進行をだれが行うのかという点を検討しなければならない。説明と

質問の仕方をどうするのか、回答者をどうするのかを決めておかなけれ

ばならない。 
 →司会進行は伊田委員が行うのがよいのではないか。先生が先導すると

市民と市民の対話という位置づけが損なわれるという意識を持つ市

民もいるかもしれない。先生には、専門的な質問に対して答えていた

だきたい。 
 →時間配分については、司会の伊田委員に任せたい。 
・質問にもよると思われるが、市民が回答すべきでない質問も想定される。
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 もともとの自治基本条例をなぜ制定することになったのか、などの質問

があったとしても、質問を聞くことしかできないのではないか。 
・場所が新郷ということで、わざわざ来る場所ではない。 
・席の配置はどのような想定か。 
 →向き合うと詰める側と詰められる側という構図になり対話にならない

可能性があるため、ロの字型がよいのではないか。 
・対話集会では配布する資料は各部会で統一するのか。 
 →基本的には同じ資料を用いることにしたい。 
 

次回以降日程 第 26回 10月 29日（金）18:30～ 

 


